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免許更新制と“10 年経験者研修” 

   菱村 幸彦

昨年 12月 24日，文部科学省の検討会議から「教

員免許更新制度の改善について（中間取りまとめ）」

が公表された。中間取りまとめでは，免許更新制の

枠組みや内容の改善について具体的な提言を行って

いるが, もう一つ，10年経験者研修との関係の整理

について取り上げている。で, ここでは後者の 10年

経験者研修の問題を取り上げる。 

二重負担をどう調整するか 

  2009 年, 民主党政権が発足したとき, 明日にも

免許更新制が廃止されるかのような空気が広がった。

しかし, 結局，免許更新制はそのまま存続し, 教育

制度としてほぼ定着した感がある。となると, 10年

経験者研修との関係が問題となる。 

 実は，免許更新制の導入の段階から，10年経験者

研修との関係が問題とされた。例えば, 免許更新制

を定める教育職員免許法の改正に際し, 国会は，「現

職研修と免許状更新講習との整合性の確保，特に 10

年経験者研修の在り方について検討すること」とい

う附帯決議を行っている。 

 で，文科省は，免許更新制の施行通知において, 教

育委員会に対し，10年経験者研修の校外研修期間を

５日間程度短縮することや，更新講習を現職研修と

して位置付けること等を考慮することを要請した。 

  文科省通知を踏まえて，一部の都道府県等の教育

委員会は，①10年経験者研修の校外研修日数を削減

する，②更新講習の受講を 10 年経験者研修の一部

受講として認める，③教育委員会が 10 年経験者研

修の一部を更新講習の認定を受けて実施する，④本

人の申請により 10 年経験者研修の受講時期を猶予

する――等の措置をとった。 

 しかし，10年経験者研修と更新講習には制度上の

趣旨や目的が異なること, あるいは更新講習は個人

の責任で受講すべきものという考え方から,10 年経

験者研修と更新講習について特段の調整を行ってい

ない教育委員会も少なくない。 

 文科省調査によると，平成 23年度に 10年経験者

研修と更新講習がダブった教員は 18.4％だった。そ

うした教員からは，当然のことながら, 夏季休業中

も水泳教室等の教育活動や職員会議等の校務，教材

研究等で忙しい中で,10 年経験者研修と更新講習の

両者を受講することは，二重の負担で大変だったと

いう声があがっている。 

当面は「特別の事情」条項を活用 

では, 受講者の負担感や重複感の解消を図るには

どうするか。中間取りまとめは, 具体的な改善方策

として, 当面の対応と将来の措置に分けて提言して

いる。 

まず, 当面の対応としては, 「特別の事情」条項

の活用を提言する。教育公務員特例法 24 条は, 教

員の在職期間が「10年（特別の事情がある場合には, 

10年を標準として任命権者が定める年数）に達した

後相当の期間内に」実施する旨を定めている。 

そこで, 10 年経験者研修と免許状更新講習が同

時期に重なる現職教員については, 当面，「特別の

事情がある場合」として, 任命権者が, 10年経験者

研修の実施時期を更新講習の受講時期と重ならない

ように計画することを提言している。 

次いで, 将来の措置として，教育公務員特例法の

改正を提言する。すなわち, 10年経験者研修の在り

方について, その実施時期を一律に設定するのでな

く, 任命権者の判断で教職経験に応じた体系的な研

修を行うことができるように, 教育公務員特例法の

改正を検討すべきであるとしている。 

（ひしむら・ゆきひこ＝(財)学習ｿﾌﾄｳｴｱ情報研究ｾﾝﾀｰ理事長）
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